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令和２年度富山市公民館研修会後期開催要項 

  

      

 

 

 

富山市公民館連絡協議会   

富山市教育委員会 

          

令和２年１２月３日（木）午後１時３０分より  

 

富山市八尾コミュニティセンター 

富山市八尾町井田１２６番地  ４５４-６５５５ 

 

５ 参加者     市立公民館・自治公民館関係者          

  

６ 研修課題     公民館が地域づくりに果たす役割について 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 研修会 

 ＜司会＞市立老田公民館 館長 中 井 良 樹 氏（第９ブロック） 

（１）特別講演   

① 演 題 「富山県の農業用水路安全対策について」 

② 講 師 富山県農林水産部 農村整備課 土地改良企画係 

副主幹 堀 田 善 之 氏 

 

（２）事例発表（話題提供）  

① 発表者 市立熊野公民館 館長 高 野 博 之 氏（第７ブロック）

弥生町一丁目公民館 館長 山 田 直 毅 氏（第１ブロック） 

② 内 容 公民館運営の現状と問題点について 

③ 協 議 研修内容に基づき意見交換 

               

 

13:00  受付 

13:30  開会の挨拶・市挨拶 

13:40  特別講演  

（14:40 ～14:50  休憩） 

14:50  事例発表（話題提供） 

 協議（意見交換） 

15:50  

16:00 

閉会の挨拶  

終了 

４  会 場 

1 趣 旨 豊かな活力ある町づくりを目指す自治公民館の効果

的な活動や地域との連携など、地域における社会教育

活動の指導者として必要な資質の向上を図る。 

２ 主  催 

３ 日 時 

７ 日 程 



富山県の農業用水路安全対策について 

 
富山県農林水産部農村整備課 

土地改良企画係 副主幹 堀田 善之 

１．はじめに 

県内では、農業用水路における死亡事故が多く発生していることから、有識者からなる

「富山県農業用水路事故防止対策推進会議」を平成 31 年１月に設置し、ソフト・ハード両

面からの事故防止対策について、約１年間にわたる総合的な検討を進め、令和元年 12 月に

「富山県農業用水路安全対策ガイドライン」をとりまとめたところである。農業用水路の

安全対策に関する本県の取組みについて紹介する。  
 

２．県内の農業用水路の特徴と役割 

(１) 地形条件と農業用水路の特徴 

 用水路の特徴として、県内河川の扇状地が、他県に比べても 

急峻な地形であるため、用水路も急勾配で流れが速く、水量が 

多い特徴が挙げられる。また、散居等の田園地帯に農業用水路 

が張り巡らされており、水路が身近にある住環境となっている。 

 
(２) 農業用水路の役割 

・富山県の農業用水路の総延長は、幹線、支線・末端 

 水路を合わせて 11,210km 以上(推定値)に及ぶ。（うち  

 幅 1ｍ以上 6,106km）。 

・コシヒカリを主とする稲作等の栽培に必要な農業用水 

 を安定供給。 

・農業用水は、防火・消流雪、生態系保全など多面的 

   な役割も担っており、通年通水している水路が多い。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１ 散居形態のイメージ 

図１ 河川縦断概略図

県内の河川（他県に比べ急勾配） 

図２ 農業用水の送水イメージと農業用水路延長整理図
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３．富山県の転落死亡事故の状況 

扇状地の扇頂から扇央にかけての用水路で、事故の発生リスクが高い傾向がある(図 3

図 4)。また、発生箇所としては、身近な田んぼの支線・末端水路が死亡事故の約７割を

占めており(図 5)、事故に遭われる方の約８割が 65 歳以上の高齢者となっている (図 6)。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ワークショップによる合意形成手法の検討 

自治振興会や多面的機能支払活動組織などの地域組織等を対象として、身近な危険箇

所を再発見し、地域にとって何が有効な事故防止対策なのかを住民自らが導き出し、今後

の事故防止対策に役立ててもらうことを目的として、令和元年度にモデル的に２地域でワ

ークショップを実施した。この成果をもって、合意形成手法をガイドラインに反映した。 

実施地域：①富山市熊野地域(都市近郊農村地域)、②南砺市本江地域(散居村地域) 

（１）実施内容のポイント 

・危険箇所のケーススタディによる現状確認や、対策についてのディスカッションを通 

じた事故防止対策の合意形成手法を試行した。 

（２）得られた成果と今後の動き  

 ・地域組織が連携して安全対策を考える、効果的 

かつ効率的なワークショップ手法が実証できた。 

 ・グループ発表では、「まずは、安全意識の普及 

啓発を積極的に行うべき」、「看板や路面表示 

の設置などセミハード対策の効率的な活用も有 

効」といった意見が出された。今後、危険箇所 

マップづくりの取組みを県内各地域へ普及する。 

図３ 幹線、支線・末端水路別転落死亡事故箇所マップ
（H22～H30） 

写真２ ワークショップによる点検・ 
グループ検討・発表 

表示 地図標高

0m～30m

30m～100m

100m～300m

300m以上

表　示 説　　　明

事故箇所(幹線水路)

事故箇所(支線・末端水路)

市町村界

主要河川

凡　　　　例

10 年間で 184 件（うち、65 歳以上が 8 割） 

図５ 幹線、支線・末端水路別の死亡事故件数
（H21～H30）    （県農村整備課調べ） 

図６ 過去 10 ヶ年の転落死亡事故件数の推移
（H21～H30）    （県農村整備課調べ） 

図４ 散居形態と末端水路のイメージ
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５．農業用水路安全対策ガイドラインの基本方針 

本ガイドラインの３つの基本方針に沿って、今後は、行政、関係団体や地域組織等が連

携し、事故防止に向けた意識啓発や必要な事故防止対策を推進していくこととしている。 
 

 

 

 

 

（１）ソフト対策（児童や高齢者を特に意識した安全点検、安全啓発の幅広い展開） 

対策１注意喚起の看板設置 

対策２広報・啓発活動 

対策３農業・施設管理者向けの注意喚起 

対策４ワークショップ等を通じた安全点検や危険箇所マップづくりの普及 

対策５多面的機能支払活動組織等の活動を通じた安全対策の推進   

（２）ハード・セミハード(事故リスク、優先度等に応じた転落防止柵や視認性の向上対策等の推進)  

対策１フェンス等の設置を通じた安全確保（優先度を考慮した対策の推進）   

対策２暗渠化や蓋がけによる事故防止リスクの低減 

対策３視認性向上を図る簡易整備を通じたヒューマンエラーの防止 

 

６．施設管理関係者と地域組織等の連携強化 

農業用水路における事故の発生状況から、危険箇所は多く存在していると考えられる 

ことから、行政関係団体や地域組織等が連携して、注意喚起を呼びかける広報・啓発活動

（ソフト対策）の徹底を図るとともに、危険箇所を把握し、地域の実情やニーズに応じ

て、必要な事故防止対策（ハード・セミハード対策）を講じることで、未然に事故を防止

することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全対策 ３つの基本方針 
１．ソフト対策の継続的かつ積極的な推進 
２．効果的なハード・セミハード対策の実施 
３．行政、関係団体や地域組織等の連携強化 

写真３（左から） 注意喚起看板、転落防止柵、ポールコー
図７  安全対策 ３つの基本方針 

図８ 連携対策の構築（簡略版）

第１回農業用水路事故防止対策
推進会議の様子 
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７．令和２年度広報・啓発の取組み（ソフト対策） 

（１）農業用水路転落事故防止強化期間の創設 

・ガイドラインに基づくソフト対策の一環として、春と秋に「農業用水路転落事故 

防止強化期間」を設け、広報・啓発活動を強化。 

春･･･４月 20 日～５月 20 日         

     （水田の代かき期で、農業用水路の水量が増える時期） 

秋･･･８月 20 日～９月 20 日 

    （稲刈り前の草刈りなどで、農業用水路に近づく機会が多い時期） 

 

（２）農業用水路危険箇所一斉点検の実施 

・全ての土地改良区が強化期間内で特定の日を定め、土地改良区 

安全対策推進員等関係者、行政(県・市町村)及び地域住民の参 

加による、地域の農業用水路の一斉点検を実施。 

・参加者による①点検ウォーク、②注意喚起看板の付替え、 

③簡易な応急対策（トラロープやチェーン等）などを実施。 

 

（３）注意喚起チラシ等の配布など 

・安全啓発チラシ及びグッズの配布 

・「水の事故・ゴミ捨て防止」標語・ポスター募集 

 

（４）メディア等を活用した広報・啓発 

・県広報誌での情報発信。 

・市町村の広報誌における「注意喚起」の掲載。 

・新聞広告やホームページにおける「注意喚起」の掲載。 

・ラジオによる「注意喚起」。など 

 

（５）関係機関等との連携 

・農作業安全運動啓発チラシでの用水路事故防止を呼びかけ。 

・多面的機能支払組織による安全対策事例集の情報発信。 

・その他、県・市町村・土地改良区の事務所や工事現場等 

の事務所で、ポスター看板等を掲示。など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意喚起看板の付替え 

危険箇所一斉点検
（ﾄﾗﾛｰﾌﾟによる応急対策） 

啓発チラシの各自治会回覧  

市町村広報誌 

秋の事故防止強化期間のポスター のぼり旗 職員の缶バッジ着用 

パトロール車ステッカー 

ホームページによる注意喚起 
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とやま農業用水路の安全対策 

 とやま農業用水路の安全対策ホームページ 

http://www.tym-midori.net/yousui-anzen/ 

農業用水路安全対策について、 

いろんな情報を発信しています。 

 

啓発動画が視聴できます 

富山県農村整備課ホームページ 
「農業用水路への転落事故に気をつけて！！」 
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1602/kj00022607.html 

啓発チラシ・カレンダーが

ダウンロードできます。 
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